
3.7
(3.4%)

1.5
(1.4%)

30.9
(28.0%)

27.0
(24.5%)

26.2
(23.7%)

21.0
(19.0%)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

R6森林・林業関連当初予算における財源内訳

県森林環境税 国森林環境税 治山（災害含）
林道（災害含） 造林・間伐(県環境税以外) その他

大分県の森林整備等における県森林環境税と他財源との整理イメージ

安全安心な道路環境整備

河川沿い人工林整備

森・川・海のつながり

鳥獣害対策

森林・林業教育

竹林利活用支援

里山林整備活動支援

森林空間の活用

県森林環境税

国森林環境税

林業担い手対策

木材利活用

市町村支援

森林資源情報整備・提供

治山

治山事業

林道事業

造林・間伐事業

造林・間伐事業

3.7億円（他部局事業0.6億円含）

・おおいた林業アカデミー

・再造林担い手OJT研修

機械化支援

基盤整備、維持管理

災害予防、復旧

・民間モデル建築物支援

1.5億円（県実施分）

30.9億円・27.0億円（災害含む）

26.2億円（県環境税充当額除く）

その他（貸付金、県民の森、
椎茸、松くい虫対策 等） 21.0億円（国・県環境税充当事業の別財源含む）

再造林促進

R6森林・林業当初予算総額 110.3億円

(他部局実施予算0.6億円含)
パターン１

＜継続実施＞

(単位：億円)

林道
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大分県の森林整備等における県森林環境税と他財源との整理イメージ

森林・林業教育

林業担い手対策

木材利活用

市町村支援

森林資源情報整備・提供

治山事業

造林・間伐事業

・おおいた林業アカデミー

機械化支援

基盤整備、維持管理

災害予防、復旧

・民間モデル建築物支援

再造林促進

実施事業を限定し、徴収額を下げて継続した場合
県森林・林業の根幹となる「再造林促進」、「森林・林業教育」のみに限定した事業費は、R7当初
予算ベースで2.0億円。
法人の税率は継続(R6ベース0.7億円)、残額を納税義務者数(546,243人※R5実績)で負担すると、
一人当たり239円の負担。
様々な分野への支援による県民の意識醸成、次代につなぐ森づくりの推進が困難となる。

パターン２

＜一部事業のみ実施＞

・再造林担い手確保

林道事業

大分県の森林整備等における県森林環境税と他財源との整理イメージ

林業担い手対策

木材利活用

市町村支援

森林資源情報整備・提供

治山事業

造林・間伐事業

・おおいた林業アカデミー

機械化支援

基盤整備、維持管理

災害予防、復旧

・民間モデル建築物支援

第４期末で県森林環境税の制度を廃止した場合

県全域での再造林促進の取組、シカ被害対策、竹林利活用支援、森林・林業教育の取組等が実
施できず、県民みんなで次代につなぐ森づくりの推進が困難となる。

パターン３

＜課税廃止＞

・再造林担い手確保

林道事業
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安全・安心
の

森づくり

森林資源
の

循環利用

次世代
に
つなぐ
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◆大分県森林環境税の大テーマ・柱

第１期(H18-22) 第２期(H23-27) 第３期(H28-R2) 第４期(R3-7) 第５期(R8-12)案

大テーマ ー
県民生活を守り、
地球環境保全に

つながる森林づくり

自然豊かな
大分の魅力を育む

持続可能な森林づくり

大分の豊かな森林と
木のある暮らしを次世代へ

柱①  県民意識の醸成
災害に強く、生物多様性に

配慮した森林の整備

県民生活と自然環境を

守る森林づくり

県民の暮らしを守る

安全・安心の森林づくり

柱②
環境を守り、

災害を防ぐ森林づくり

低炭素社会に向けた

森林資源の

確保と循環利用

森林資源の循環利用に

よる地域活性化

森林資源の循環利用に
 よる地域活性化

柱③
持続的経営が可能な

森林づくり

県民参加の輪を広げ、

次世代へつなぐ取組

森にふれ親しみ、

森林づくりを支える取組

森林を守り親しみ、

次世代に

つなぐ森林づくり

柱④ 遊び、学ぶ森林づくり

  ＜キーワード＞

〇安心

〇SDGｓ

〇地球温暖化対策

〇生物多様性、野生動物との共存

〇自然共生社会

〇元気

〇伐って・使って・植えて・育てる

〇森のサイクル

〇森を生かす

〇未来創造

〇豊かな森を次代につなぐ人づくり

〇みんなで育む次代の森づくり

〇森づくりへの意識醸成

〇森を感じる・知る・学ぶ

R8以降に想定される

主な事業

全体

柱①

柱②

柱③

・女性林業従事者の支援

・若い人が林業に就くための支援

・県産材による県内全ての小学校の机の整備

・伐採後の再造林が最も重要

おおいた森林・林業教育推進会議 設置

森づくり人材育成協議会 設置

第４５回全国育樹祭 開催

大分県みどりの少年団活動発表大会 開催

森林・林業デジタル副読本作成

森林・林業教育指導者の育成

SDGｓや生物多様性、地球温暖化への県民意識の向上

国の森林環境税 徴収スタート

第４期期間中の大分県森林・林業を取り巻く

主な出来事・社会的背景

R４台風14号災、R5梅雨前線大雨被害、R6台風10号被害

J-クレジットの取組

早生樹（コウヨウザン）県営採穂園整備

早生樹再造林３者協定締結

建築物の木材の利用促進に関する協定締結

県民意識調査における主な取組要望等

・安全・安心な道路環境

 整備

・鳥獣被害総合対策

・森・川・海をつなぐ環境

 保全推進

・再造林促進

・優良竹林化

・森林整備活動支援

・森林・林業教育

・森林空間活用

・TV等メディアを通じ森林のすばらしさ、県環境税の使途の紹
介番組を多く報道
・食育ならぬ森育で子ども達に体験させるような取組
・森林公園の整備
・美術館等の身近な施設に木材と触れ合える場所を
・九州自然歩道の整備

・安全のための道路際、線路際の大きな木の伐採

・人間と動物の住み分け

・狩猟者の確保、育成

・自然動物の保護、絶滅危惧種の保護
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3,000円/年

・法人にも課税。
法人県民税の均等割額に5％を加算…資本金等の額に応じて1,000～40,000円を加算

市 町 村 民 税

【森林環境税（国税）】（R6年度～、森林環境譲与税はR元年度から譲与）

国
税

個
人
住
民
税

均
等
割

都 道 府 県

県 民 税 1,500円/年

森 林 環 境 税

賦課徴収は
市町村が行う

1,000円/年

森 林 環 境 譲 与 税

【大分県森林環境税】（H18年度～）

・個人住民税均等割と併せて課税

・1,000円/年

・500円/年 ⇒ 大分県の個人県民税均等割は1,500円/年（標準税率は1,000円/年）

私有林人工林面積、林業就業者数、人口により按分

納 税 義 務 者

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 布 金 特 別 会 計
国

都 道 府 県

市 町 村

●市町村の支援 等
インターネットの利用等
により使途を公表

●間伐（境界画定、路網の整備等を含む）
●人材育成・担い手確保
●木材利用促進、普及啓発 等

インターネットの利用等
により使途を公表

（大分県森林環境税500円含む）

個人住民税均等割が非課税となる方（R6時点）

※金額は同一生計配偶者・扶養親族の数、住んでいる地域によって変わる

（例）同一生計配偶者・扶養親族なし

（給与収入の場合、収入96.5万円以下の方は非課税）

（例）同一生計配偶者・扶養親族なし

（給与収入の場合、収入93万円以下の方は非課税）

所得が41.5万円以下の方は非課税

所得38万円以下の方は非課税

-15-



育てる伐る

植える

○主な使途 国が森林環境税を市町村・県へ譲与※Ｈ31から運用開始

（再造林の推進）

市町村による森林整備を推進

経営放棄森林の環境改善を推進

所有者(個人・法人)による森林整備を支援

森林資源の循環利用を促進

○課税額 個人 500円/年
企業 1,000～40,000円/年

○課税額 個人 1,000円/年 （R６から徴収開始）

（森林・林業教育の促進）

○税の活用
① 森林資源の循環利用
② 安全安心の森林づくり
③ 森林づくり意識の醸成

○税の活用
① 経営放棄された森林の整備
② 森林整備を担う人材の育成・確保
③ 木材の利用の促進、普及啓発

①森林資源の循環利用
・経費を抑えた再造林の推進
・県公共施設の木造･木質化

③森林づくり意識の醸成
・森林ボランティア活動の支援
・森林・林業教育の推進

①経営放棄された森林の整備
・経営放棄された森林の間伐など

②森林整備を担う人材の育成・確保
・担い手の就業環境の改善

③木材の利用の促進、普及啓発
・市町村公共施設の木造･木質化
・上記推進に向けた普及啓発

②安全安心の森林づくり
・災害に強い森林づくりの推進
・シカ被害対策の推進

○主な使途
市町村 県

・市町村の業務支援
・市町村林業担当者の人材育成
・精度の高い森林資源情報の
整備・提供

・即戦力となる現場技能者育成
（おおいた林業アカデミー）

・木材利用アドバイザー設置
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＜名称にかかる規程＞

＜第３期末における県「森林環境税」の名称変更にかかる検討状況について＞

【部外秘】

R6.12.6現在

府県名 現在の名称
改定

予定最終
年度

名称変更
の

検討状況

変更後の
名称（案）

名称の
決め方

備考

福島県 森林環境税 R7 変更予定 未定 公募
前回の切替時に税制検討委員会で指摘があり、県として変更を前向きに検討中。
来年度、県民アンケートをとって税条例改正時(9月議会)に合わせて変更の方針

石川県 いしかわ森林環境税 R8
変更なし
の予定

－ － 名称変更の意見等が出ていないため

岐阜県 清流の国ぎふ森林・環境税 R8
現時点で
未検討

－ － 過去も議論に上がっていない。

大阪府 森林環境税 R9
現時点で
未検討

－ － 過去も議論に上がっていない。

奈良県 奈良県森林環境税 R7
現時点で
未検討

－ － 現時点で未検討

愛媛県 愛媛県森林環境税 R6
変更なし
の予定

－ －

県民意見交換会において、「名称変更を含めて検討してはどうか。」との意見もあったが、
・第４期（令和２～６年度）の検討において、変更をしていない。
・第５期の検討にあたっても、県税の趣旨や目的に変更がないことから、名称変更は行わな
い。
なお、正式名称は「森林環境税」だが、国税と区分できるよう、説明時には「愛媛県森林環境
税」と明確に示すとともに、県HP等を活用し、役割分担等について丁寧に説明を行っていくこ

ととしている。

高知県 森林環境税 R9
現時点で
未検討

－ － 現時点で未検討

福岡県 福岡県森林環境税 R9
現時点で
未検討

－ － 第二期の期間である令和９年度まで変更しない

佐賀県 佐賀県森林環境税 R9
変更なし
の予定

－ －

　県独自課税「森林環境税」と国の森林環境（譲与）税とは、名称は似ているものの税の内容
や使途等は異なるものであることは適宜周知されており、さらに両税の区別化のために煩雑な
事務処理が必要となる名称変更や条例改正等を進めるまでの必要性があるとは現時点では考え
ていないため。

長崎県 ながさき森林環境税 R8 検討中 － －
現行制度がR8まで。R7・R8で他県の動向を踏まえて検討予定。
委員会での議論は今後実施予定。

大分県 大分県森林環境税 R7 検討中 － － 議論を始めたところ

宮崎県 宮崎県森林環境税 R7
（前向き）
検討中

－
県内部
委員会等

現在、地域毎に意見交換会を開催し、県民の意見を聞いているところ。
意見交換会時に配布したアンケート調査では、変更の必要性や名称案も聞いており、その
意見も参考に検討を行う。
外部委員等で構成された委員会は来年度開催することとしており、それまでに県内部において
名称変更の検討を行った上で外部委員会の意見を聞く流れ。

鹿児島県 森林環境税 R6 R2に変更済み みんなの森づくり県民税
令和２年度から
（税条例改正時（12月議会）に合わせて変更）

13件 1県：改正済み

都道府県独自課税の名称変更検討状況について（「森林環境税」としている県抽出）
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